
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　 ％

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　計　　　　Ｂ 　　　　    Ｂ／Ａ

人

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
（注）２　職員数は、平成22年4月1日現在の人数である。

(3) 特記事項

市長、副市長、教育長の期末手当の年間支給率は据置き（3.90月分）

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

人 件 費

　　　　　　Ｂ

1,716,565

千円 千円

（参考）

17.4

21年度の人件費率

37,544,930

実　質　収　支

関市の給与・定員管理等について（平成23年度）

16.66,218,415

人　件　費　率

22年度

　　　　Ｂ／Ａ　　

　　　　　　％

住民基本台帳人口

　（22年度末）
区　　分

歳 出 額

　　　　　　Ａ

千円人　

91,458

千円

3,974,574

区　　分

22年度

職員数

　　　　　　Ａ

676

千円千円

（参考）類似団体
平均一人当たり
給与費

一人当たり給与費

5,880

給　　　　　　与　　　　　　費

5,875

給　 料

2,629,592 398,961

期末・勤勉手当職員手当

千円 千円 千円

946,021

105

1

    （注）１　 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　（注）２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。　
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２　一般行政職給料表の状況（２３年４月１日現在）

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２３年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

（注）２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの

　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているも

　のである。　　　　　 

　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務

　手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

　　　　②技能労務職

（国ベース）

歳 人 円 円 円

職員数
平均給与月額

民間（正社員等以外も含む）

－

327,205

332,203

282 000

対応する民
間の類似職
種

岐阜県

341,600

323,237

317 272

平均給与月額

関市

51 3

42.3

区　　分

平均給料月額区　　分 平均年齢

79

44.3

国

43.3

公務員（正職員のみ）

平均給料月額

関市

平均年齢

369,888

397,723

平均給与月額

（国ベース）

（Ｂ）

365,420

（単位：円）

289,200

参考

Ａ／Ｂ

-

294 724

平均年齢
平均給与月額

（Ａ）

平均給与月額

408,904

42.7

最高号給の給料月額

類似団体

392,598

385,922

-- －

３級 ４級 ５級１級 ２級

371,300

６級 ７級

１号給の給料月額 135,600 185,800 222,900 261,900 320,600 366,200

486,500250,900 309,200 391,500 405,200 434,800 475,500

2

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

関市 円

うち清掃職員 円 円

うち学校給食員 円 円

うち用務員 円 円

51.5

50.1

49.5

49.1

48.4

36

3,689

208

16

調理士

－

330,133

350,182

Ｃ／Ｄ

1.36

281,222

282,000

（Ｄ）

43.9292,929

311,263

275,400

317,272

292,400

51.3 79

区　　分

－

国

うち用務員

類似団体

岐阜県

53.9

5,416,572

廃棄物処理
業従業員

294,724

うち学校給
食員

うち清掃職
員

1.66

28

15

283,862

4,958,004

4,631,748

4,886,040

307,275

用務員

341,473

310,620 297,167

345,688

285,700
1.48

290,600

250,200

209,70053.8

－ - －-

44.6
1.21

1.17

公務員

参考

年収ベース（試算値）の比較

1.34

-

4,035,300

3,395,800

－

－ -

321,662

2,943,200

312,202

－

－

-

-

-

（Ｃ）

民間

294,128
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（注）１民間データは、賃金構造基本調査において公表されているデータを使用しており、同調査は正社員等以外も含

　　　　めて調査されている。（平成20年～22年の3ヵ年平均）。

（注）２技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致して

　　　　いるものではない。

（注）３年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員にお

　　　　いては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与を加えた試算値である。

　　　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

(2) 職員の初任給の状況（２３年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(注）岐阜県では、厳しい財政状況等を考慮し、一般行政職等の給料月額を削減し支給している。

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２３年４月１日現在）

135,600

385,200

191,712

大　学　卒

教育職

技能労務職 中　学　卒

199,700

140,100

区　　　分

一般行政職

関　　　　市

大　学　卒

138,720

類似団体 42.8

平　均　年　齢

41.8

区　　分

140,100

平均給料月額

-

高　校　卒

127,776

374,468

-

448,275

172,200

415,348

平均給与月額

国

172,200

岐阜県

- -

171,648

-

434,517

関市

岐阜県

国

43.4 368,804
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(3) 職員の経験年数別 学歴別平均給料月額の状況（２３年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）表頭の経験年数に該当する職員がいない場合は、未掲載又は近似の階層の職員の平均給料月額を記載し

　　　ている。　（　）内の数字が経験年数である。

技能労務職

284,000

教育職 335,100
大　学　卒

高　校　卒

中　学　卒
（9年）

213,900

-

278,200

248,500

－

区　　　         分

－

415,900

高　校　卒 - －

232,000

255,300

394,800

経 験 年 数 ２ ０ 年

362,700284,600

321,800

経 験 年 数 １ ５ 年

（12年）

経 験 年 数 １ ０ 年

（21年）

－

高　校　卒
（22年）

（17年）

（18年）

一般行政職

大　学　卒
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４　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２３年４月１日現在）

  

標準的な職務内容区　　分

29.4

53

39

（注）１　関市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　　　　　　％

36

8.9
１　　級

15.970

部長・次長
12 2.7

２　　級

書記・技手・事務員ほか
　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

100

　　　　　　　　％

５　　級
129

職員数

６　　級

４　　級

課長・主幹

　　　　　　　　人
主任主査

課長補佐

　　　　　　　　人

７　　級

係長・主査

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

（注）２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

12.1

　　　　　　　　％

構成比

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

8.2
主事・技師

級別職員構成比

３　　級
22.8

　　　　　　　　％

６級

12.1%

６級

11.3%

６級

10.9%

７級

2.7%
７級

2.4%
７級

2.0%

80%

90%

100%

4

１級

8.9%
１級

7.8%

１級

2.0%

２級

8.2%
２級

9.3% ２級

11.0%

３級

22.8%

３級

23.6%

３級

33.0%

４級

15.9%

４級

14.5%

４級

8.9%

５級

29.4%
５級

31.1%

５級

32.2%

６級

12.1%

６級

11.3%

６級

10.9%

７級

2.7%
７級

2.4%
７級

2.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２３年の構成比 平成２２年の構成比 平成１８年の構成比
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(2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

勤務評定の概要

評定基準日 毎年１１月１日

被評定者 部長級、課長、主幹、出先機関の長及び課長補佐以下の職員

評定者

部長、部次長又は会計管理
者

課長、主幹、出先機関の長

１　昇給への勤務成績の実施状況

副市長

課長補佐、主任主査、係長、
主査及び係員

課長、主幹、出先機関の長

被評定者 第１次評定者

２　昇給への勤務成績の反映状況

勤務評定の結果に基づき、昇給区分を決定している。

部長、部次長又は会計管理
者

第２次評定者

地方公務員法第４０条第１項（勤務成績の評定）の規定に基づき、「関市職員勤務評定実施要綱」を制定し、職員
の勤務評定を昭和３８年から実施している。教育委員会等においても、同様に勤務評定を実施している。

部長級 副市長

55



５　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

（22年度支給割合） （22年度支給割合） （22年度支給割合）

　　　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当 　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当 　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（ 1.45 ）月分 月分 （ 1.45 ） 月分 月分 （ 1.45 ）月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　5%～20% ・役職加算　5%～20% ・役職加算　5%～20%

・管理職加算　15%、25% ・管理職加算　10%～25%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（参考）勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

100分の15

１ヵ月15日以上２ヵ月未満

４ヵ月以上４ヵ月15日未満

４ヵ月15日以上５ヵ月未満 100分の80 １ヵ月以上１ヵ月15日未満

100分の20

３ヵ月15日以上４ヵ月未満

千円

職制上の段階、職務の級等による加算措置

１人当たり平均支給額（22年度）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.60

1,599

1.35

1,253

1.35

１人当たり平均支給額（22年度）

(0.65)

－

15日未満

職制上の段階、職務の級等による加算措置

(0.65)

２ヵ月以上２ヵ月15日未満 100分の30

２ヵ月15日以上３ヵ月未満 100分の40

勤務期間 割合

(0.65)

　成績率に差を設けず、次のとおり一律の支給を行った。

100分の70

100分の5100分の60

100分の1015日以上１ヵ月未満

割合

100分の90

６ヵ月

５ヵ月15日以上６ヵ月未満 100分の95

勤務期間

５ヵ月以上５ヵ月15日未満

100分の100

2.60

国

2.60

千円

関市 岐阜県

1.35

6

(2) 退職手当（２３年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　 （支給率）　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2%～20%加算) (2%～20%加算)

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２２年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3) 地域手当

地域手当は、支給していません。

３ヵ月15日以上４ヵ月未満

47.50 59.28

30.55

33.50

59.28

15日未満

関　　　　　　　　　　　市

30.55

0

100分の5

23.50

0

100分の60

自己都合

３ヵ月以上３ヵ月15日未満 100分の50

自己都合 勧奨・定年

41.34

23.50

33.50

7,423

59.28

勧奨・定年

59.28

21,731

47.50 59.28

41.34

国

59.28
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 (4) 特殊勤務手当（２３年４月１日現在）

千円

　円

　％

支給実績（22年度決算）

左記職員に対する支給単価

17,906

特殊手当
社会福祉事務所に勤務する現業
員又は指導員

日額　100円

日額　770円
清掃事務所に勤務する職員でご
み収集又は処理作業に従事したも
の

行旅病死人の取扱作業に従事し

不快手当

不快手当

保健センターに勤務する保健師危険手当

税務手当

手当の名称

浄化ｾﾝﾀｰにおいて、下水又はし
尿を取り扱う作業に従事した職員

主な支給対象業務主な支給対象職員

公共下水道管及びﾏﾝﾎｰﾙの清掃
又はしゅんせつ作業に従事した職
員

不快手当

犬猫の死体の収集作業に従事し
た職員

防疫手当

不快手当

日額　310円

日額　250円

日額　330円

日額　100円

日額　770円

犬猫の死体の収集作業
に従事

結核患者、精神病患者
又は重複頻回受診者等
を訪問指導に従事

公共下水道管及びﾏﾝ
ﾎｰﾙの清掃又はしゅん
せつ作業に従事

行旅病死人の取扱作業

日額　630円

清掃事務所に勤務する
職員でごみ収集又は処
理作業に従事

税務課収納係または収納推進室
に勤務する職員

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

浄化ｾﾝﾀｰにおいて、下
水又はし尿を取り扱う作
業に従事

感染症患者（感染症の疑いのある者
を含む。）の救護又は患者の住宅若
しくはその付近の消毒作業に従事

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度）

感染症患者（感染症の疑いのある者を含む。）の救
護又は患者の住宅若しくはその付近の消毒作業に
従事した職員

手当の種類（手当数）（22年度）

被保護者及び要保護者
を訪問指導に従事

114,782

22.4

23

庁外において市税の徴収又は
滞納整理のため、調査、検査、
納付の督励に従事

7

用地、立木等の買収又は補償の交渉
業務で正規の勤務時間外又は休日等
に行うものに従事した職員

特殊手当

特殊手当

特殊手当

週休日が月曜日である職場に勤
務する職員

特殊手当 電気主任技術者の職にある職員

行旅病死人の取扱作業に従事し
た職員

電気主任技術者の業務に従事

斎場業務に従事

公害に関する調査、検査又
は測定のため工場等に立
ち入り、当該業務に従事

入所児童等の保育業務
に従事

入所児童等の給食の調
理作業に従事

日額　500円

用地、立木等の買収又は補償の交
渉業務で正規の勤務時間外又は休
日等に行うものに従事

日額　160円

1回につき　170円

日額　160円

日額　400円

日額　500円

1体につき　2,000円

日額　30円

日額　410円

日額　140円

行旅病死人の取扱作業
に従事

施設の清掃維持管理業
務に従事

ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ又は清掃ﾌﾞﾙﾄﾞｰ
ｻﾞｰを操作した職員

特殊手当
保育園に勤務する保育士又はこ
れに準ずる職員

特殊手当

特殊手当

保育園に勤務する調理員

祝日、土曜日又は日曜
日に勤務に従事

特殊手当 総合斎苑わかくさに勤務する職員

特殊手当 浄化ｾﾝﾀｰに勤務する職員

ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ又は清掃ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰを操
作した職員

公害に関する調査、検査又は測定
のため工場等に立ち入り、当該業
務に従事した職員

特殊手当

7



修学旅行、林間、臨海学校等（学校が計画し、か
つ、実施するものに限る。）において生徒を引率して
行う指導業務で宿泊を伴うものに従事した教員

教育特殊業務手当
教育委員会が定める対外運動競技において生徒を
引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は週休日
若しくは休日等に行うものに従事した教員

学校管理下において行う非常災害時の緊急
業務で次に掲げるものに従事した教員（関
市職員の給与に関する条例（昭和33年関市
条例第20号）別表第2の教育職給料表の適
用を受ける職員でその職務の級が1級又は2
級のものをいう。以下同じ。）1　非常災害時
における生徒の保護又は緊急の防災若しく
は復旧の業務　2　生徒の負傷、疾病等に伴
う救急の業務　3　生徒に対する緊急の補導
業務

教育特殊業務手当

教育特殊業務手当

教育特殊業務手当

教育業務連絡指導手当

国民健康保険診療所に
勤務する医師又は歯科
医師

教育特殊業務手当

国民健康保険診療所に勤務する
医師又は歯科医師

入学試験における受験生の監督、採点又は合否判
定の業務で正規の勤務時間外又は休日等に行うも
のに従事した教員

往診手当

医師手当

国民健康保険診療所に
勤務する医師又は歯科
医師

国民健康保険診療所に
勤務する医師又は歯科
医師

国民健康保険診療所に勤務する
医師又は歯科医師

学校管理下において行われる部活動（正規の教育
課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。）にお
ける生徒に対する指導業務で週休日又はこれに相
当する日に行うものに従事した教員

第1号の業務の場合日額6,400
円（被害が特に甚大な非常災害
（市長の定めるものに限る。）の
際に、心身に著しい負担を与え
ると認める業務（学校の施設等に
避難している生徒の救援業務を
いう。）に従事した場合にあって
は、12,800円）、第2号及び第3号
の業務の場合日額6,000円

日額　3,400円

医師 月額 100,000円
歯科医師　月額　50,000円

主任等で教務その他の教育に関す
る業務について連絡調整及び指導
助言に従事

教育委員会が定める対外運動競技
において生徒を引率して行う指導業
務で宿泊を伴うもの又は週休日若し
くは休日等に行うものに従事

修学旅行、林間、臨海学校等（学校
が計画し、かつ、実施するものに限
る。）において生徒を引率して行う指
導業務で宿泊を伴うものに従事

日額　900円（従事した時間
が4時間程度である場合は
450円）

条例第2条第10号に掲げる
額

市長が別に定める額

日額　200円

日額　3,400円

日額　2,400円（従事した時
間が2時間程度である場合は
1,200円）

入学試験における受験生の監督、採
点又は合否判定の業務で正規の勤
務時間外又は休日等に行うものに従
事

主任等で教務その他の教育に関する
業務について連絡調整及び指導助言
に従事した教員

国民健康保険診療所に勤務する
医師又は歯科医師

学校管理下において行う非常災害時
の緊急業務で次に掲げるものに従事
した教員（関市職員の給与に関する
条例（昭和33年関市条例第20号）別
表第2の教育職給料表の適用を受け
る職員でその職務の級が1級又は2級
のものをいう。以下同じ。）1　非常災
害時における生徒の保護又は緊急
の防災若しくは復旧の業務　2　生徒
の負傷、疾病等に伴う救急の業務　3
生徒に対する緊急の補導業務

医師研究手当

学校管理下において行われる部活
動（正規の教育課程としてのクラブ活
動に準ずる活動をいう。）における生
徒に対する指導業務で週休日又はこ
れに相当する日に行うものに従事

8

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

120

支給実績（22年度決算）

66,419支給実績（21年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

65,586

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 118

8



(6) その他の手当（２３年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

夜間勤務手当

休日勤務手当

勤務１時間につき、100分
の25

定額　　　　　　　　　23,000円
加算額　6,000円～45,000円

単身赴任手当

千円

千円- 283,068

160,102

607,568

との異同 （22年度決算）
支給実績

平均支給年額
（22年度決算）

千円

49,213

同じ -

同じ

同じ

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時または緊急の
必要により、週休日又は休日
等に勤務した場合に支給
４，０００円～１０，０００円

一般の宿日直　　　　4,200円
常直　　　　　　　　　21,000円

同じ

管理職員特別勤務手当

勤務１時間につき、100分
の135から100分の160

-

-

-

宿日直手当

同じ

- 232

-

通勤手当
通勤距離（片道2km以上)
に応じて支給
4,400円～34,000円

異なる
管理又は監督の地位にあ
る職員に支給

管理職手当

距離区分

-

42,886

異なる

住居手当

・借家・住職員(月額12,000
円を超える家賃を支払って
いる職員)　　　　限度額
27,000円

配偶者　　　　　　　　　　　　　  13,000円
配偶者以外           　　　　　　6,500円
子(16歳年度初め～22歳年度末）
加算　5,000円

-扶養手当 同じ

内容及び支給単価手　当　名
国の制度と

94,140

異なる内容

24,910

84,938

支給職員１人当たり

千円

千円

-

-

4,200

千円 232,332

千円

78,546千円

251,296

手当額

同じ

国の制度

3,586 千円

9

円

円

円

産業教育手当

定時制教育手当

369,654給料月額の100分の10 異なる

４，０００円～１０，０００円

-

千円

354,858給料月額の100分の8

9,611

同じ 千円355-

支給率

教育職員特別手当 2,000円～8,000円 同じ 80,127千円5,689

9



６　特別職の報酬等の状況（２３年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

　　（算定方式） 　（支給時期）

　在職期間1年につき

給料月額×勤続年数×400/100 15,152,000円 任期満了時支給

給料月額×勤続年数×300/100  8,292,000円 任期満了時支給

（注）１ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。

期
末
手
当

3.95

副 市 長

　　（22年度支給割合）

市 長

退
職
手
当

報
酬

給
料

議　　　　　員

区　　　分

（　　　　　　－　　　　　　円）

947,000

副　　議　　長

691,000

468,000

給　　　　　料　　　　　月　　　　　額　　　　　等

（　　　　　　－　　　　　　円）

（　　　　　　－　　　　　　円）

345,900

（　　　　　　－　　　　　　円）

629,000

575,000

市 長

副 市 長

副 議 長

議 員

議 長

市　　　　　長

副　　市　　長

議　　　　　長

1,027,000

288,700

274,700

440,000

849,000

（参考）類似団体における最高／最低額

520,000

（　　　　　　－　　　　　　円）

（1期の手当額）

3.90

　　（22年度支給割合）

月分

月分

437,000

416,000 530,000

10

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

（注）２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

　　　　　　勤務した場合における退職手当の見込額である。
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７　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

教育部門

議会

総務企画

税務

民生

計

農林水産

小　計

消防部門

土木

674

11

60

普
通
会
計
部
門

育児休業者の補充

業務増、育児休業者の補充

主　な　増　減　理　由

事務の統廃合縮小

0

△　1

△　1一
般
行
政
部
門

1

衛生

労働

37

59

203

商工

公
病院

30

471

0

△　9 事務の統廃合縮小

0

対前年
増減数

事務の統廃合縮小

4

6

職　　　員　　　数

平成23年

1

118 119

36

139

退職不補充△　1

478

59

18 19

1

143

平成22年

6

39

59

217

△　21

19 △　8

（類似団体の人口10,000人当たり職員数　51.13人）

　人口10,000人当たり職員数　73.7人

＜参考＞23年3月31日現在人口91,458人

事務の民間委託、事務の統廃合縮小、退職不補充

695

欠員不補充、事務の民間委託

（類似団体の人口10,000人当たり職員数　68.20人）

＜参考＞23年3月31日現在人口91,458人

△　14

△　7 　人口10,000人当たり職員数　51.5人

11

　人口10,000人当たり職員数　84.2人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

（注）２　[     ]内は、条例定数の合計である。

1

[       938      ］

798770

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

その他

96

29

31

25

下水道

30

2

[       938      ］

31

[    0    ］

退職不補充

23

103

水道

小　計

業務増、育児休業者の補充

合　　計
△　28

△　7

△　2

休職者の補充

＜参考＞23年3月31日現在人口91,458人
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(2) 年齢別職員構成の状況（２３年４月１日現在）

　

52歳48歳 56歳

～～～

区　分
～

24歳 28歳

～ ～

20歳 20歳

～

32歳 36歳 60歳

計

～

40歳

～ ～

44歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

５年前の構成

比

%

12

(3) 職員数の推移

（各年４月１日現在） （単位：人）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

（注）２　職員数には教育長を含まない。

23　年

△ 91

△ 22

△ 113

（△10.3％）

（△15.4％）

（△11.9％）

（△18.6％）

（△12.8％）

674

31歳 39歳

57121 94

51歳 59歳55歳

人人

73

人

H17からH23までの

増減数（率）

△ 54

△ 37

人人

以上

～～

90

一般行政

人 人

109

人 人人 人人

410 18 34
職員数

未満

～

区　分
～

23歳 27歳

～ ～～

35歳

770

計

～～

43歳 47歳

～

1132

　　　　　　　　　区　　分

部　　門
17　年 18　年 19　年 20　年

人

21　年 22　年

525 515 514 504 489 478

教育 240 239 237 235 226

754 751 739 715

471

217 203

695

公営企業等会計計 118 116 115 115 108 103

普通会計計 765

96

798 770総合計 883 870 866 854 823

12



８　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業

  　① 職員給与費の状況

     決算

　　　計　　　　Ｂ 　　　　    Ｂ／Ａ

人 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

（注）２　職員数は平成23年3月31日現在の人数である。

（注）３　市町村（水道事業）は、政令指定都市を除く全国市町村の平均である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２３年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

(注)１ 平均月収額には 期末 勤勉手当等を含む （平成22年度実績による）

6,443

千円 千円

（参考）市町村（水
道事業）平均一人
当たり給与費給　 料

99,475 14,207 35,454

職員手当

職員給与費比率

総費用に占める

149,136

平均月収額

433,046

535,892団 体 平 均 45.6

関　　　　 市 42.0 348,300

362,100

25

平　均　年　齢

区分 21年度の総費用に占

（参考）

基本給

17.6

5,965

千円

一人当たり給与費

　　　　　　区　　分

22年度

給　　　　　　与　　　　　　費

総費用

区　　分
職員数

1,048,651

　　　　千円

39,185

職員給与費

　　　　　　Ｂ／Ａ

　　　　　　Ａ

Ａ  

純損益又は

実質収益

188,253

千円

める職員給与費比率

千円　 千円　 ％　 ％　

千円

期末・勤勉手当

18.0

Ｂ　

22年度

13

(注)１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 （平成22年度実績による）

(注)２　団体平均は、政令指定都市を除く全国市町村の平均である。

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（22年度支給割合） （22年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（ 1.45 ）月分 （ 0.65 ）月分 （ 1.45 ）月分 （ 0.65 ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5％～20％ ・役職加算　5％～20％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

関市（水道課） 関市（一般行政職）

1.35

1,253

2.60

１人当たり平均支給額（22年度）

1.35

1,418

１人当たり平均支給額（22年度）

2.60
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イ　退職手当（２３年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2%～20%加算) (2%～20%加算)

１人当たり平均支給額　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成22年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

地域手当は、支給していません。

エ　特殊勤務手当（２３年４月１日現在）

千円

　円

　％

23,188

64.0

手当の名称 主な支給対象職員

4

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度）

-

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

371

21,731

41.34

支給実績（22年度決算）

- 7,423

23.50 30.55

関市（水道課）

59.28

33.50

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

23.50

47.50

59.28

59.28

41.34

30.55

59.28

59.28

左記職員に対する支給単価

手当の種類（手当数）

主な支給対象業務

59.28

33.50

47.50

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

関市（一般行政職）

日額　140円

水中作業手当
1月、2月、3月及び12月において
水中作業に従事した職員

作業1日　270円

水源地手当

1月、2月、3月及び12月にお
いて水中作業に従事

水源地に勤務する職員 施設の清掃維持管理業務に従事

14

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 138

支給実績（22年度決算） 3,451

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 150

支給実績（21年度決算） 3,182

出動1回　330円(出動時間が
午後10時から午前6時までの
場合は400円)

勤務時間外に水道事故等の
ため作業に出勤した場合

電気主任技術者手当 電気主任技術者の職にある職員 電気主任技術者の業務に従事 日額　250円

水道作業緊急出勤手当
勤務時間外に水道事故等のため
作業に出勤した職員

水中作業に従事した職員 て水中作業に従事

14



カ　その他の手当（２３年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

589,500

千円距離区分

1,179 千円

住居手当

　・借家・住職員(月額12,000
円を超える家賃を支払って
いる職員)　　限度額　27,000
円

同じ -

管理職手当

1,482 千円

管理又は監督の地位にあ
る職員に支給

異なる

（22年度決算）

250,125

2,538異なる 110,348

296,400

-

手当額

通勤手当
通勤距離（片道2km以上)
に応じて支給
4,400円～34,000円

扶養手当

配偶者　　　　　　　　　　　　　  13,000円
配偶者以外                 　　　6,500円
子(16歳年度初め～22歳年度末）
加算　5,000円

同じ

支給実績

4,002 千円

国の制度 支給職員１人当たり
手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （22年度決算） 平均支給年額

国の制度と

千円 197,1671,183

宿日直手当 -

-夜間勤務手当
勤務１時間につき、100分
の25

同じ

一般の宿日直　　　　4,200円
常直　　　　　　　　　21,000円

同じ

管理職員特別勤務手当

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時または緊急の
必要により、週休日又は休日
等に勤務した場合に支給
４，０００円～１０，０００円

-

千円- -

- 千円

同じ -
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